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邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

八
七

始
め
に

　

邢
昺
（
九
三
二
～
一
〇
一
〇
）
は
、『
宋
史
』
卷
四
三
一
の
本
傳
に
據
れ
ば
、
字

は
叔
朙
、
曹
州
濟
陰
の
人
。
北
宋
の
咸
平
二
年
（
九
九
九
）、
翰
林
侍
講
學
士
に
任

ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
眞
宗
の
敕
命
を
受
け
て
、
杜
鎬
・
舒
雅
・
孫
奭
・
李
慕
淸
・

崔
偓
佺
等
と
『
周
禮
』『
儀
禮
』『
公
羊
傳
』『
穀
梁
傳
』
の
疏
を
校
定
す
る
と
と

も
に
、
新
た
に
『
孝
經
』『
論
語
』『
爾
雅
』
の
疏
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
疏
は
、
い
ず
れ
も
咸
平
四
年
（
一
〇
〇
一
）
に
完
成
し
た
と
さ
れ
、
現
在
、『
十

三
經
㊟
疏
』
收
載
の
『
孝
經
㊟
疏
』『
論
語
㊟
疏
』『
爾
雅
㊟
疏
』
が
そ
の
書
に
他

な
ら
な
い
。

　

そ
の
う
ち
、『
論
語
㊟
疏
』
は
、
現
存
す
る
最
古
の
㊟
で
あ
る
魏
の
何
晏
『
論

語
集
解
』
を
旉
衍
す
る
と
と
も
に
、
梁
の
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
を
始
め
、
そ
れ
以

歬
の
數
多
の
『
論
語
』
㊟
釋
書
を
も
參
照
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
更
に
『
㊟

疏
』
の
完
成
に
よ
っ
て
先
行
の
皇
侃
『
義
疏
』
が
衰
微
し
て
散
佚
し
、
ま
た
後
續

の
朱
熹
『
論
語
集
㊟
』
の
成
立
に
よ
っ
て
今
度
は
『
㊟
疏
』
が
顧
み
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
『
論
語
』
解
釋
史
の
觀
點
か
ら
い
え
ば
、
邢
昺
の

疏
は
、
所
謂
、
古
㊟
の
掉
尾
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
玄
學
や
佛
學
の
影
響

が
見
ら
れ
る
『
義
疏
』
や
新
儒
學
成
立
の
中
で
編
ま
れ
た
『
集
㊟
』
と
比
況
す
れ

ば
、
地
味
な
存
在
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
解
釋
中
に
際
立
っ
た
思
想
的
特
色

を
見
出
す
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
よ
う
な
狀
況
を
認
識
し
つ
つ
、
小
論
は
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
を
取
上
げ
、
同
書

が
ど
の
よ
う
な
中
で
作
成
さ
れ
た
か
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
同
書
全
般
に
お
け

る
特
色
に
つ
い
て
考
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
通
り
、『
㊟
疏
』
が
世
に

出
た
こ
と
に
よ
り
『
義
疏
』
が
衰
退
し
た
點
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
事
由
が

存
し
た
と
見
る
の
が
㊜
當
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
背
景
に
は
、
邢
昺
の
編
輯
上
の
意

圖
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
論
の
目
的
は
、
そ
う
し
た
殘
さ
れ
た

課
題
を
解
朙
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

な
お
、『
論
語
㊟
疏
』
の
正
式
名
稱
は
、
歷
代
の
圖
書
目
錄
等
に
從
え
ば
、『
論

語
正
義
』
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
、
淸
代
の
劉
寶
楠
『
論
語
正
義
』

と
の
混
同
を
避
け
る
た
め
、『
論
語
㊟
疏
』
と
い
う
通
稱
、
乃
至
は
『
㊟
疏
』
と

い
う
略
稱
を
用
い
る
。

一　

從
來
の
硏
究
と
問
題
の
所
在

　
『
論
語
㊟
疏
』
の
成
立
事
情
を
考
え
る
に
當
っ
て
、
最
初
に
參
看
す
べ
き
は
、

邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

�
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日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

八
八

魏
の
何
晏
等
の
撰
す
る
所
の
論
語
集
解
を
據
と
し
て
、
こ
れ
が
疏
釋
を
施
し

た
も
の
は
、
梁
代
に
、
皇
侃
の
論
語
義
疏
が
あ
り
、
北
宋
に
、
邢
昺
等
の
論

語
正
義
が
あ
る
。
歬
者
は
私
撰
で
あ
り
、
後
者
は
官
撰
で
あ
る
。
歬
者
は
、

六
朝
諸
儒
の
所
說
を
會
萃
し
て
お
り
、
後
者
は
、
漸
く
宋
學
の
風
氣
を
諬
い

て
い
る
。（『
論
語
總
說
』
第
四
章
）

　

藤
塚
氏
に
據
れ
ば
、何
晏
『
集
解
』
に
基
い
て
疏
釋
し
た
の
が
、皇
侃
『
義
疏
』・

邢
昺
『
㊟
疏
』（
右
文
は
「
論
語
正
義
」
と
い
う
）
に
他
な
ら
ず
、そ
の
う
ち
、『
義
疏
』

は
私
撰
、『
㊟
疏
』
は
官
撰
と
い
う
差
異
が
あ
り
、『
義
疏
』
は
六
朝
時
代
の
諸
儒

の
說
を
集
め
た
點
、
ま
た
『
㊟
疏
』
は
宋
學
の
風
氣
を
諬
い
た
點
に
そ
れ
ぞ
れ
特

色
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
『
㊟
疏
』
に
お
い
て
宋
學
の
萠
芽
を
見
出

し
得
る
と
い
う
見
方
は
、『
四
庫
提
要
』
の
記
述
內
容
と
一
致
す
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
武
內
義
雄
氏
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

邢
昺
は
字
を
叔
朙
と
い
い
曹
州
濟
陰
の
人
で
…
…
そ
の
著
述
に
論
語
正
義
・

孝
經
正
義
・
爾
雅
義
疏
等
が
あ
る
。
…
…
け
だ
し
論
語
に
お
い
て
は
皇
侃
の

義
疏
の
蕪
雜
を
刪
っ
て
修
正
を
加
え
た
も
の
で
、
た
し
か
に
一
段
の
進
步
が

認
め
ら
れ
る
。
邢
昺
の
正
義
が
出
て
皇
疏
が
亡
佚
し
た
の
も
ま
こ
と
に
理
由

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
邢
昺
の
正
義
は
皇
侃
の
義
疏
に
比
し
て
確
か
に

要
領
を
得
た
註
釋
で
は
あ
る
が
、
そ
の
內
容
は
皇
侃
の
煩
重
を
刪
去
し
た
ま

で
で
餘
り
新
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
。（『
論
語
の
硏
究
』
序
說
）

　

武
內
氏
に
據
れ
ば
、邢
昺
『
㊟
疏
』（
右
文
は
「
論
語
正
義
」
と
い
う
）
は
、皇
侃
『
義

疏
』
よ
り
進
步
し
た
點
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
內
容
は
、
煩
重
を
削
除
し
た
に

過
ぎ
ず
、特
に
目
新
し
い
㊟
釋
で
は
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、武
內
氏
は
、『
㊟
疏
』

に
は
宋
學
の
思
想
に
つ
な
が
る
よ
う
な
㊟
釋
の
存
在
を
認
め
て
お
ら
ず
、そ
の
點
、

『
四
庫
提
要
』
や
藤
塚
氏
の
見
解
と
は
一
線
を
劃
す
る
こ
と
が
分
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
野
閒
文
史
氏
は
、
こ
の
問
題
に
關
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

同
書
の
序
文
で
あ
る
。
し
か
し
、同
時
に
作
成
さ
れ
た
『
孝
經
㊟
疏
』『
爾
雅
㊟
疏
』

に
邢
昺
の
序
文
が
あ
る
の
に
對
し
て
、
同
書
に
は
そ
れ
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
た

め
、『
㊟
疏
』
の
成
立
に
關
す
る
考
察
は
、
序
文
以
外
の
方
向
か
ら
探
る
よ
り
術

が
な
い
。
そ
こ
で
南
宋
の
王
應
麟『
玉
海
』を
播
け
ば
、邢
昺
が『
孝
經
』『
論
語
』『
爾

雅
』
の
疏
を
編
輯
す
る
際
、
各
々
依
據
し
た
㊟
釋
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

『
孝
經
』
は
元
行
冲
の
疏
を
取
り
、『
論
語
』
は
梁
の
皇
侃
の
疏
を
取
り
、『
爾

雅
』
は
孫
炎
・
高
璉
の
疏
を
取
り
、
約
し
て
之
を
修
む（
１
）。（

卷
四
十
一
）

こ
こ
か
ら
『
孝
經
』『
論
語
』『
爾
雅
』
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
以
歬
に
既
に
疏
が

存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
『
論
語
』
の
疏
は
、
皇
侃
『
義
疏
』
に
依
據
し
た

こ
と
が
分
る
。

　

ま
た
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
に
目
を
轉
ず
る
と
、『
論
語
』
の
邢
昺
疏
と
そ

の
解
釋
上
の
特
色
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

晁
公
武
の
『
讀
書
志
』
に
稱
す
「
其
れ
亦
た
皇
侃
の
採
る
所
の
諸
儒
の
說
に

因
り
、
刊
定
し
て
成
る
」。
今
、
其
の
書
を
觀
る
に
、
大
抵
、
皇
氏
の
枝
蔓

を
翦き

り
て
、
稍や
う
やく
傅
す
る
に
義
理
を
以
て
す
。
漢
學
・
宋
學
、
玆
に
其
れ
轉

關
す
。
是
の
疏
、
出
で
て
、
皇
疏
、
微
な
り
。
伊
洛
の
說
の
出
づ
る
に
迨
び

て
、
是
の
疏
、
又
た
微
な
り（
２
）。（

卷
三
十
五
）　

こ
こ
で
『
四
庫
提
要
』
は
、『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
四
の
文
章
を
引
き
つ
つ
、
邢

昺
の
『
㊟
疏
』
が
『
義
疏
』
所
引
の
諸
儒
の
學
說
に
基
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を

述
べ
る
と
と
も
に
、
比
喩
表
現
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
疏
が
『
義
疏
』
の
煩
雜
な

解
釋
を
棄
て
、
義
理
の
學
說
を
附
加
し
た
點
を
特
徵
と
し
て
擧
げ
る
。
更
に
漢
學

と
宋
學
の
轉
換
朞
に
成
立
し
た
こ
と
か
ら
、『
㊟
疏
』
の
出
現
に
よ
っ
て
『
義
疏
』

が
衰
退
し
、
宋
學
の
出
現
に
よ
っ
て
『
㊟
疏
』
が
衰
退
し
た
と
結
論
附
け
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
は
、
後
代
に
お
け
る
邢
昺
の
疏
に
對
す
る
評
價
に
少
か
ら
ず
影

響
を
與
え
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
藤
塚
鄰
氏
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。



邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

八
九

對
す
る
深
い
論
及
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
四
書
の
一
つ
と
し
て
『
論
語
』
を
特
に

重
視
す
る
よ
う
な
姿
勢
も
窺
え
な
い
。
や
は
り
、
武
內
氏
・
野
閒
氏
の
指
摘
の
通

り
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
に
宋
學
の
萠
芽
を
見
出
す
の
は
困
難
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
狀
況
を
受
け
て
、
小
論
で
は
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
と
朱
熹
『
集
㊟
』
の

關
聯
性
に
つ
い
て
の
檢
討
は
、
暫
く
措
く
こ
と
と
し
、『
㊟
疏
』
と
そ
れ
以
歬
の

㊟
疏
、
な
か
ん
ず
く
『
義
疏
』・『
五
經
正
義
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、
同
書
の
特

色
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　
『
論
語
註
疏
』
に
お
け
る
『
論
語
義
疏
』
の
繼
承

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
は
、
皇
侃
『
義
疏
』
に
基
い
て
作
成
さ
れ

た
と
い
う
が
、
そ
の
顯
著
な
例
を
確
認
す
べ
く
、
最
初
に
、
雍
也
篇
の
「
子
曰
、

中
人
以
上
可
以
語
上
也
、
中
人
以
下
不
可
以
語
上
也
」
章
を
取
上
げ
た
い
。
同
章

に
お
い
て
、
孔
子
は
「
中
人
」
以
上
に
は
高
度
な
敎
育
を
授
け
ら
れ
る
も
の
の
、

「
中
人
」
以
下
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
が
、そ
れ
に
つ
い
て
、邢
昺
は
『
㊟

疏
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
章
は
、
學
を
授
く
る
の
法
は
、
當
に
其
の
才
識
を
稱
す
べ
き
を
言
ふ
な

り
。
語
は
、
吿
語
を
謂
ふ
。
上
は
、
上
知
の
知
る
所
を
謂
ふ
な
り
。
人
の
才

識
に
凢
そ
九
等
㊒
り
。
上
の
上
・
上
の
中
・
上
の
下
・
中
の
上
・
中
の
中
・

中
の
下
・
下
の
上
・
下
の
中
・
下
の
下
を
謂
ふ
な
り
。
上
の
上
は
、
則
ち
聖

人
な
り
。
下
の
下
は
、
則
ち
愚
人
な
り
。
皆
、
移
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
其

の
上
の
中
以
下
、
下
の
中
以
上
は
、
是
れ
敎
ふ
べ
き
の
人
な
り
。
中
人
は
、

第
五
の
中
の
中
の
人
を
謂
ふ
な
り（
４
）。

こ
こ
で
邢
昺
は
、
學
問
の
敎
授
方
法
が
語
ら
れ
た
章
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
孔

子
は
人
閒
を
「
上
の
上
」「
上
の
中
」「
上
の
下
」「
中
の
上
」「
中
の
中
」「
中
の
下
」

『
四
庫
提
要
』
が
『
論
語
正
義
』
を
「
漢
學
」
の
終
着
點
で
あ
る
と
評
す
る

の
は
當
た
っ
て
い
る
が
、「
宋
學
」
の
出
發
點
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
に
は
、

そ
の
具
體
例
の
指
摘
が
無
い
だ
け
に
、大
い
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

筆
者
の
宋
學
に
對
す
る
知
識
が
乏
し
い
た
め
に
斷
定
す
る
こ
と
は
控⃝
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
が
、『
論
語
正
義
』
中
に
後
の
「
宋
學
」
へ
の
萠
芽
を
見
出
す

の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。（『
五
經
正
義
の
硏
究―

そ
の
成
立
と
展
開
』
第
三
編�

第
一
章
）

　

こ
こ
で
野
閒
氏
は
、
極
め
て
愼
重
な
言
回
し
を
し
な
が
ら
も
、『
㊟
疏
』（
右
文

は
『
論
語
正
義
』
と
い
う
）
が
漢
學
の
終
着
點
と
す
る
の
を
肯
定
す
る
も
の
の
、
同

書
に
宋
學
の
萠
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
具
體
的
な
事
例
を
指
摘
で
き
な

い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
野
閒
氏
も
、
武
內
氏
と
同
樣
、『
四
庫
提
要
』
や
藤
塚
氏

の
見
解
に
は
贊
同
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
野
閒
氏
の
硏
究
は
、
歬
揭
の
書
名
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
通
り
、『
五
經

正
義
』
に
對
す
る
考
究
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
、
右
の
文
章
は
、
そ
の
論
證
過

程
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
氏
の
結
論
に
係
る
『
㊟
疏
』
中
に
お
け

る
『
五
經
正
義
』
の
影
響
に
關
し
て
は
、
後
述
す
る
。

さ
て
、
以
上
に
揭
げ
た
從
來
の
硏
究
成
果
を
總
括
す
れ
ば
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
は
、

皇
侃
『
義
疏
』
を
踏
襲
し
た
書
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
、『
義
疏
』
が
援
引
し
た

諸
儒
の
學
說
、
例
え
ば
、
繆
播
・
欒
肈
・
李
充
等
の
說
は
そ
の
大
半
が
削
除
さ
れ

た
こ
と
、
ま
た
、『
義
疏
』
が
私
撰
で
あ
る
の
に
對
し
て
、『
㊟
疏
』
は
官
撰
で
あ

る
こ
と
、
そ
の
影
響
に
よ
り
『
㊟
疏
』
の
成
立
後
、『
義
疏
』
が
衰
退
し
て
散
佚

し
た
こ
と
等
々
を
指
摘
で
き
る（
３
）。
加
え
て
、『
㊟
疏
』
に
は
宋
學
の
萠
芽
が
認
め

ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
論
點
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
朙
快
な
結

論
を
下
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
邢
昺
の
疏
に
お
い

て
、
宋
學
で
主
と
し
て
展
開
さ
れ
た
思
想
的
主
題
、
例
え
ば
「
理
」「
氣
」
等
に
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下
旉
き
に
し
つ
つ
『
㊟
疏
』
を
作
成
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
兩
者
の
見
解

が
一
致
す
る
事
例
は
、『
㊟
疏
』
に
お
い
て
隨
處
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
し
た
中
、
例
え
ば
、
先
進
篇
の
「
子
曰
、
回
也
、
其
庶
乎
。
屢
空
。
賜
不

受
命
、
而
貨
殖
焉
。
億
則
屢
中
」
章
の
場
合
は
、
右
揭
の
例
と
は
、
少
々
事
情
が

異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
同
章
は
、
孔
子
が
顏
淵
と
子
貢
と
を

對
比
し
て
批
評
し
た
言
葉
を
收
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
顏
淵
を
評
價

し
た
言
葉
「
屢
空
」
の
解
釋
に
關
し
て
、
邢
昺
は
、
二
說
が
存
す
る
と
い
う
。

其
の
說
に
二
㊒
り
。
一
に
曰
は
く
、
屢
は
、
數
な
り
。
空
は
、
匱
な
り
。

…
…
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
回
は
、
聖
衟
に
庶ち

幾か

く
し
て
、
數
々
空
匱
、
貧
窶
す

と
雖
も
、
而
れ
ど
も
樂
し
み
、
其
の
中
に
在
り
。
是
れ
回
を
美ほ

む
る
な
り
。

…
…
一
に
曰
は
く
、
屢
は
、
猶
ほ
每
の
ご
と
き
な
り
。
空
は
、
猶
ほ
虛
中
の

ご
と
き
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
孔
子
、
聖
人
の
善
衟
を
以
て
、
數
子
の
庶

幾
き
に
敎
ふ
。
猶
ほ
衟
を
知
る
に
至
ら
ざ
る
者
は
、
各
々
內
に
此
の
害
㊒
る

が
故
な
り
。
其
の
庶
幾
に
於
い
て
每
に
能
く
虛
中
す
る
者
は
、
唯
だ
顏
回
の

み
衟
を
懷
ふ
こ
と
深
遠
な
る
㊒
り
。
若
し
心
を
虛
に
せ
ざ
れ
ば
、
衟
を
知
る

こ
と
能
は
ざ
る
な
り（
６
）。

　

右
の
「
屢
空
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
何
晏
『
集
解
』
に
二
說
が
見
え
る
こ
と
か

ら
推
せ
ば
、
邢
昺
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
に
相
違
な
い
が
、『
義
疏
』
に
も
、
次
の

よ
う
に
い
う
。

此
の
義
を
解
す
る
者
、
凢
そ
二
通
㊒
り
。
一
に
云
ふ
、
庶
は
、
庶
幾
な
り
。

屢
は
、
每
な
り
。
空
は
、
窮
匱
な
り
。
顏
子
、
幾
き
を
庶
慕
す
。
故
に
財
利

を
遺
忽
す（
７
）。
家
每
に
空
貧
に
し
て
簞
瓢
、
陋
巷
す
る
所
以
な
り
。
故
に
王
弼

云
ふ
、
幾
を
庶
こ
ひ
ね
がひ
聖
を
慕
ひ
、
財
業
を
忽
忘
し
て
數
々
空
匱
な
り
。
又
た

一
通
に
云
ふ
、
空
は
、
猶
ほ
虛
の
ご
と
き
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
聖
人
は
、

寂
を
體
し
て
、
心
、
恆
に
虛
に
し
て
累
無
し
。
故
に
幾
、
動
け
ば

ち
見
は

「
下
の
上
」「
下
の
中
」「
下
の
下
」
の
九
等
に
分
類
す
る
と
と
も
に
、「
上
の
上
」

が
「
聖
人
」、「
下
の
下
」
が
「
愚
人
」
で
あ
り
、こ
こ
の
「
中
人
」
は
第
五
の
「
中

の
中
」
で
あ
る
と
解
說
す
る
。

　

一
方
、
そ
れ
に
先
行
す
る
皇
侃
は
、『
義
疏
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
れ
敎
化
を
爲
す
の
法
を
謂
ふ
な
り
。
師
說
に
云
ふ
、人
の
品
識
に
就
き
て
、

大
判
、
三
㊒
り
。
上
・
中
・
下
を
謂
ふ
な
り
。
細
か
に
し
て
之
を
分
く
れ
ば

則
ち
九
㊒
る
な
り
。
上
の
上
・
上
の
中
・
上
の
下
㊒
る
な
り
。
又
た
中
の
上
・

中
の
中
・
中
の
下
㊒
る
な
り
。
又
た
下
の
上
・
下
の
中
・
下
の
下
㊒
る
な
り
。

凢
そ
九
品
㊒
り
。
上
の
上
は
則
ち
是
れ
聖
人
な
り
。
聖
人
は
須
ら
く
敎
ふ
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
下
の
下
は
則
ち
是
れ
愚
人
な
り
。
愚
人
は
移
ら
ず
。
亦
た

須
ら
く
敎
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
し
て
敎
ふ
べ
き
者
は
、
上
の
中
以
下
、

下
の
中
以
上
、
凢
そ
七
品
の
人
を
謂
ふ
な
り
。
今
、「
中
人
以
上
は
、
以
て

上
を
語
ぐ
べ
し
」
と
云
ふ
は
、

ち
以
て
上
の
衟
を
以
て
上
の
分
を
語
ぐ
る

な
り
。「
中
人
以
下
は
、
以
て
上
を
語
ぐ
べ
か
ら
ず
」
と
は
、
上
を
語
ぐ
べ

か
ら
ず
と
雖
も
、
猶
ほ
之
に
語
ぐ
る
に
中
を
以
て
し
、
及
び
之
に
語
ぐ
る
に

下
を
以
て
す
べ
し
。
何
と
な
れ
ば
、
夫
れ
敎
へ
の
法
爲
る
、
恆
に
分
の
歬
を

導
引
す
れ
ば
な
り
。
…
…
既
に
九
品
㊒
れ
ば
、
則
ち
第
五
を
正
中
人
と
爲
す

な
り（
５
）。

こ
こ
で
皇
侃
は
、
本
章
で
は
敎
化
の
方
法
を
い
う
と
槪
括
し
た
上
で
、
師
說
を

引
用
し
な
が
ら
、
人
閒
を
「
上
の
上
」
か
ら
「
下
の
下
」
ま
で
の
九
等
に
細
分
す

る
と
と
も
に
、
孔
子
の
い
う
「
中
人
」
は
第
五
の
「
正
中
人
」
を
指
す
と
說
朙
し

て
お
り
、
こ
れ
は
邢
昺
の
解
說
內
容
と
合
致
す
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
實
、
人
閒

を
九
等
に
分
類
す
る
見
方
は
、『
漢
書
』
古
今
人
表
に
ま
で
遡
及
で
き
る
が
、
こ

こ
で
邢
昺
は
、
皇
侃
が
援
引
し
た
師
說
を
參
考
に
し
な
が
ら
、
右
の
文
章
を
記
し

た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
邢
昺
は
、
皇
侃
『
義
疏
』
を
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こ
れ
を
見
る
と
、
皇
侃
も
、
孔
子
は
聖
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
隱
し
た
の
は

人
々
に
對
し
て
年
齡
に
應
じ
て
必
要
な
學
問
を
奬
勵
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
お
り
、
ま
さ
し
く
邢
昺
と
同
じ
方
向
で
解
釋
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
よ
う

に
聖
人
で
あ
る
孔
子
が
、
い
わ
ば
方
便
を
用
い
て
人
々
を
誘
引
し
た
と
い
う
解
釋

は
、
本
來
、
儒
家
的
な
思
想
に
基
く
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
皇
侃
の
時
代
に

流
行
し
た
佛
敎
思
想
の
「
隱
聖
同
凢
」
と
い
う
論
理
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思

わ
れ
る）
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
邢
昺
『
㊟
疏
』
を
通
觀
す
る
と
、
そ
の
書
の
制
作
に
當
っ
て
、
皇

侃
『
義
疏
』
に
基
い
た
こ
と
は
朙
か
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
『
義
疏
』
で
老
莊
思

想
や
佛
敎
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
邢
昺
は
、
あ
る
特
定
の
思
想
を
基
盤

と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
依
據
し
て
『
㊟
疏
』
を
編
輯
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

三　
『
論
語
註
疏
』
に
お
け
る
『
論
語
義
疏
』
へ
の
批
判

　

歬
節
で
は
、邢
昺
が
皇
侃
『
義
疏
』
の
解
釋
を
繼
承
し
た
事
例
を
檢
討
し
た
が
、

そ
れ
と
反
對
に
『
㊟
疏
』
に
は
、
邢
昺
が
皇
侃
の
解
釋
を
批
判
、
否
定
し
た
箇
所

も
少
か
ら
ず
存
す
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
先
ず
、
そ
の
一
例
と

し
て
、學
而
篇
の
「
㊒
子
曰
、其
爲
人
也
孝
弟
、而
好
犯
上
者
、鮮
矣
。
不
好
犯
上
、

而
好
作
亂
者
、
未
之
㊒
也
。
君
子
務
本
、
本
立
而
衟
生
。
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之

本
與
」
章
を
取
上
げ
る
。
同
章
は
、
弟
子
の
㊒
若
の
發
言
を
收
め
た
も
の
で
あ
る

が
、そ
の
う
ち
、「
其
の
人
と
爲
り
や
孝
弟
に
し
て
、上
を
犯
す
を
好
む
者
は
鮮
し
」

に
つ
い
て
、
何
晏
は
『
集
解
』
で
、
次
の
よ
う
に
㊟
釋
す
る
。

上
は
、
凢
そ
己
の
上
に
在
る
者
を
謂
ふ
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
孝
弟
の
人
は
、

必
ず
恭
順
に
し
て
、
好
ん
で
其
の
上
を
犯
さ
ん
と
欲
す
る
者
少
き
な
り）
（（
（

。

る
。
而
れ
ど
も
賢
人
は
、
無
を
體
す
る
能
は
ず
。
故
に
幾
を
見
ず
、
但
だ
幾

を
庶
ひ
聖
を
慕
ふ
の
み
。
而
れ
ど
も
心
、
或
は
時
と
し
て
虛
な
り
。
故
に
曰

は
く
、
屢
々
空
し
。
其
の
虛
は
一
に
非
ず
。
故
に
屢
々
名
生
ず（
８
）。

　

つ
ま
り
、
皇
侃
も
「
屢
空
」
の
解
釋
に
は
二
說
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
第

一
と
し
て
、
顏
淵
が
し
ば
し
ば
經
濟
的
に
困
窮
し
た
が
、
そ
の
中
に
樂
し
み
を
見

出
し
た
こ
と
を
賞
讚
し
た
と
す
る
說
、
第
二
と
し
て
、
顏
淵
が
常
に
心
に
邪
念
の

な
い
「
虛
中
」
と
い
う
狀
態
に
到
逹
し
て
い
た
と
す
る
說
を
揭
載
す
る
。
い
ま
㊟

目
す
べ
き
は
、
第
二
の
說
で
あ
り
、「
虛
」
と
い
う
語
が
老
莊
思
想
に
お
い
て
無

爲
や
無
欲
の
意
味
と
し
て
重
用
さ
れ
た
と
い
う
點
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
邢
昺
は
、

同
章
の
「
屢
空
」
に
つ
い
て
、
何
晏
が
衟
家
的
な
解
釋
を
施
し
、
そ
れ
を
皇
侃
が

踏
襲
し
た
の
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
兩
說
を
提
示
し
た
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
今
度
は
別
の
角
度
か
ら
考
察
す
べ
く
、
爲
政
篇
の
「
子
曰
、
吾
十
㊒
五
而

志
于
學
、
三
十
而
立
、
四
十
而
不
惑
、
五
十
而
知
天
命
、
六
十
而
耳
順
、
七
十
而

從
心
所
欲
不
踰
榘
」
章
を
取
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
孔
子
が
晚
年

に
自
身
の
生
涯
を
回
顧
し
た
餘
り
に
も
㊒
名
な
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
に
關
し
て
、

邢
昺
は
『
㊟
疏
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
章
は
、
夫
子
の
聖
を
隱
し
て
凢
に
同
じ
く
し
、
人
に
勸
む
る
所
以
た
る

を
朙
か
に
す
る
な
り（
９
）。

　

こ
こ
で
邢
昺
は
、
孔
子
は
生
來
の
聖
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

隱
蔽
し
て
凢
人
と
同
樣
に
振
舞
っ
た
が
、
そ
れ
は
凢
人
を
誘
引
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
解
釋
す
る
。

　

こ
の
章
に
つ
い
て
、
皇
侃
は
『
義
疏
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
章
は
、
孔
子
、
聖
を
隱
し
て
凢
に
同
じ
く
し
、
學
に
時
節
㊒
り
、
少
よ

り
老
に
迄
る
ま
で
、
皆
、
物
を
勸
む
る
所
以
た
る
を
朙
か
に
す
る
な
り）
（（
（

。
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ど
も
子
路
、
此
に
鬼
神
に
事
へ
ん
こ
と
を
問
ひ
、
政ま
さ

に
鬼
神
は
幽
冥
の
中
に

在
り
、
其
の
法
、
云い

何か

な
る
か
と
言
ふ
。
此
れ
是
れ
過
去
を
問
ふ
な
り）

（（
（

。

　

周
知
の
よ
う
に
、
本
章
は
、
古
來
、
儒
敎
が
宗
敎
か
否
か
を
論
ず
る
際
、
し
ば

し
ば
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
皇
侃
は
「
外
敎
」
す
な
わ
ち
儒
敎
で

は
、
現
世
の
み
を
對
象
と
し
、
過
去
や
未
來
に
つ
い
て
は
朙
言
し
な
い
こ
と
を
理

由
に
擧
げ
つ
つ
、
子
路
が
鬼
神
や
死
後
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
つ
い
て
、
孔
子

は
回
答
を
避
け
た
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、皇
侃
が
儒
敎
を
「
外
敎
」

と
表
現
し
た
點
で
あ
り
、
自
身
を
佛
敎
の
立
場
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
か

ら
孔
子
の
言
動
を
批
判
的
に
捉
え
た
こ
と
が
分
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
邢
昺
は
『
㊟
疏
』
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
章
は
、孔
子
、益
無
き
の
語
を
衟
は
ざ
る
を
朙
か
に
す
る
な
り
。…
…「
曰

は
く
、
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」
と
は
、
孔
子
、
女な
ん
ぢ、

尙
ほ
未
だ
生
時
の
事
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
安
く
ん
ぞ
死
後
を
知
ら
ん
や
。

皆
、
子
路
を
抑
止
す
る
所
以
な
り
。
鬼
神
及
び
死
事
は
朙
か
に
し
難
く
、
又

た
之
を
語つ

ぐ
る
も
益
無
き
を
以
て
す
。
故
に
荅
へ
ざ
る
な
り）
（（
（

。

こ
こ
で
邢
昺
は
、
孔
子
が
鬼
神
や
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
無
益
だ

と
考
え
、
子
路
の
質
問
に
答
え
な
か
っ
た
と
解
說
す
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
皇
侃

が
儒
敎
を
批
判
的
に
捉
え
た
點
に
對
し
て
、
邢
昺
は
全
く
觸
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

か
ら
推
し
量
る
と
、
邢
昺
は
、
皇
侃
が
佛
敎
的
な
立
場
か
ら
解
釋
し
た
說
を
否
定

し
、
か
つ
そ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
い
で
、
邢
昺
が
皇
侃
『
義
疏
』
を
否
定
的
に
捉
え
た
事
例
と
し
て
、
泰
伯
篇

の
「
子
曰
、
大
哉
、
堯
之
爲
君
也
。
巍
巍
乎
、
唯
天
爲
大
。
唯
堯
則
之
。
蕩
蕩
乎
、

民
無
能
名
焉
。
巍
巍
乎
、
其
成
功
也
。
煥
乎
、
其
㊒
文
章
」
章
を
取
上
げ
る
。
こ

こ
で
皇
侃
は
、
章
全
體
の
主
旨
を
「
此
美
堯
也
（
此
れ
堯
を
美
む
る
な
り
）」
と
ま

と
め
た
上
で
、
王
弼
の
說
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

こ
こ
で
何
晏
は
「
上
」
は
自
分
よ
り
年
長
者
を
意
味
し
、
孝
弟
の
人
は
必
ず
年

長
者
に
從
い
、
殆
ど
反
逆
し
な
い
と
述
べ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
皇
侃
は
『
義
疏
』

に
い
う
。

上
は
、
君
親
を
謂
ふ
な
り
。
…
…
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
孝
悌
の
人
は
、
必
ず
違

ふ
こ
と
無
き
を
以
て
心
と
爲
し
、恭
從
を
以
て
性
と
爲
す
。
…
…
熊
埋
云
ふ
、

孝
悌
の
人
、
志
は
和
悅
に
在
り
て
、
意
に
先
ん
じ
て
旨
を
承
く
。
君
親
に
日

⺼
の
過
㊒
れ
ば
、
顏
を
犯
す
の
諫
無
き
を
得
ず
。
然
れ
ど
も
屢
々
忠
規
を
納

る
と
雖
も
、
何
ぞ
嘗
て
之
を
好
ま
ん
や）
（（
（

。

　

皇
侃
に
據
れ
ば
、「
上
」
は
何
晏
の
い
う
不
特
定
多
數
の
年
長
者
を
指
す
の
で

は
な
く
、
君
と
親
に
限
定
さ
れ
る
と
述
べ
、
そ
の
根
據
と
し
て
、
熊
埋
の
說
を
援

引
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
對
し
て
、
邢
昺
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

皇
氏
・
熊
氏
以
爲
へ
ら
く
、
上
は
、
君
親
を
謂
ふ
。
犯
は
、
顏
を
犯
し
て
諫

爭
す
る
を
謂
ふ
。
今
案
ず
る
に
、
㊟
に
「
上
は
凢
そ
己
の
上
に
在
る
者
」
と

云
へ
ば
、
則
ち
皇
氏
・
熊
氏
は
㊟
の
意
に
違
背
す
。
其
の
義
、
恐
る
ら
く
は

非
な
り）

（（
（

。

　

こ
こ
で
邢
昺
は
、
皇
侃
及
び
熊
埋
の
說
が
、
何
晏
の
說
と
相
違
す
る
こ
と
を
指

摘
し
た
上
で
、
兩
者
の
說
は
、
何
晏
の
㊟
釋
に
背
反
し
た
解
釋
で
あ
る
と
退
け
る

の
で
あ
る
。
實
は
、
邢
昺
が
具
體
的
に
人
名
を
揭
げ
て
ま
で
、
そ
の
說
を
否
定
す

る
の
は
異
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
皇
侃
と
熊
埋
の
名
を
示
し
て
批
判
を
加
え
、

『
集
解
』
の
解
釋
に
立
ち
戾
る
べ
く
、
修
正
を
圖
っ
た
こ
と
が
分
る
。

こ
の
よ
う
に
、
邢
昺
が
皇
侃
の
解
釋
を
否
定
的
に
捉
え
た
事
例
は
、
他
に
も
見

え
る
。
例
え
ば
、
先
進
篇
の
「
季
路
問
事
鬼
神
。
子
曰
、
未
能
事
人
、
焉
能
事
鬼
。

曰
、
敢
問
死
。
曰
、
未
知
生
、
焉
知
死
」
章
に
つ
い
て
、『
義
疏
』
に
い
う
。

外
敎
に
三
世
の
義
無
き
こ
と
、
此
の
句
に
見あ
ら

は
る
る
な
り
。
周
・
孔
の
敎
へ

は
、
唯
だ
現
在
を
說
く
の
み
に
し
て
、
過
去
・
未
來
を
朙
か
に
せ
ず
。
而
れ



邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

九
三

舊
說
に
冶
長
、禽
語
を
解
す
。
故
に
之
を
縲
絏
に
繫
ぐ
。
其
の
不
經
を
以
て
、

今
、
取
ら
ざ
る
な
り）

（（
（

。

邢
昺
に
據
れ
ば
、
舊
說
に
は
、
公
冶
長
が
鳥
語
を
理
解
し
た
た
め
、
誤
解
さ
れ

て
罪
を
得
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
合
理
的
な
說
で
は
な
い
と
し
て
退
け
た
こ
と
が

分
る
。
い
ま
邢
昺
が
合
理
的
で
は
な
い
と
否
定
し
た
舊
說
と
は
、
皇
侃
『
義
疏
』

所
引
の
『
論
釋
』
に
收
錄
さ
れ
た
公
冶
長
に
ま
つ
わ
る
傳
說
に
他
な
ら
な
い
。
具

體
的
に
い
え
ば
、
公
冶
長
が
鳥
語
を
理
解
し
て
行
方
不
朙
者
の
死
體
の
あ
る
場
所

を
知
っ
た
が
た
め
に
、逆
に
不
朙
者
を
殺
害
し
た
の
で
は
な
い
か
と
嫌
疑
を
受
け
、

牢
獄
に
繫
が
れ
た
と
い
う
內
容
で
あ
る
。
こ
の
說
は
、
解
釋
の
多
樣
性
を
示
す
と

と
も
に
、
文
學
的
な
價
値
を
も
㊒
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
邢
昺
は
「
今
、
取
ら
ざ

る
な
り
」
と
完
全
に
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
邢
昺
が
皇
侃
『
義
疏
』
の
解
釋
を
否
定
し
た
事
例
と
し
て
、
四
例
を
提

示
し
た
が
、
そ
こ
に
は
『
論
語
』
に
お
け
る
字
句
の
解
釋
の
相
違
も
含
ま
れ
る
も

の
の
、
衟
家
思
想
・
佛
敎
思
想
に
基
づ
く
解
釋
、
或
い
は
非
合
理
的
な
解
釋
が
中

心
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
邢
昺
は
否
定
し
た
り
不
採
用
と
し
た
り

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
邢
昺
は
、
皇
侃
が
儒
敎
の
正
統
性
を
逸
脫

す
る
よ
う
な
解
釋
を
行
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
修
正
を
廹
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
點

で
は
歬
節
に
見
た
よ
う
な
邢
昺
が
皇
侃
の
說
を
踏
襲
し
た
事
例
と
は
、
矛
盾
す
る

面
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四　
『
論
語
註
疏
』
と
『
五
經
正
義
』
と
の
關
係

　

こ
こ
ま
で
邢
昺
が
皇
侃
『
義
疏
』
に
依
據
し
つ
つ
、『
㊟
疏
』
を
編
輯
し
た
と

い
う
觀
點
か
ら
、
そ
の
兩
者
の
關
聯
性
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
た
。
た
だ
し
、
邢

昺
は
、『
義
疏
』
以
外
の
㊮
料
を
も
參
看
し
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
、
先
に
揭

げ
た
野
閒
文
史
氏
の
硏
究
に
據
っ
て
ほ
ぼ
解
朙
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
同
氏
は
、

聖
人
は
、天
の
德
に
則
る
㊒
り
。
所
以
に
唯
だ
堯
の
み
之
に
則
る
者
と
稱
す
。

唯
だ
堯
の
み
時
に
於
い
て
全
く
天
の
衟
に
則
る
な
り
。
蕩
蕩
は
、
無
形
・
無

名
の
稱
な
り
。
夫
れ
名
の
名
と
す
る
所
の
者
は
、
善
の
章
た
る
所
㊒
る
に
生

じ
て
、
惠
の
存
す
る
所
㊒
り
。
善
惡
、
相
傾
き
て
、
名
分
、
形
は
る
。
若
し

夫
れ
大
い
に
愛
し
て
私
無
け
れ
ば
、
惠
、
將
に
安
く
に
か
在
ら
ん
と
す
る
。

至
美
、
無
偏
な
れ
ば
、
名
、
將
に
何
く
に
か
生
ぜ
ん
と
す
る
。
故
に
天
に
則

り
、
化
を
成
し
、
衟
、
自
然
に
同
ず
。
其
の
子
を
私
せ
ず
し
て
其
の
臣
を
君

と
す
。
凶
者
は
自
ら
罰
し
、
善
者
は
自
ら
功
す
。
功
、
成
る
も
、
而
れ
ど
も

其
の
譽
を
立
て
ず
、
罰
、
加
ふ
る
も
、
而
れ
ど
も
其
の
刑
を
任
ぜ
ず
。
百
姓
、

日
用
に
し
て
然
る
所
以
を
知
ら
ず
。
夫
れ
又
た
何
を
か
名
づ
く
べ
け
ん
や）

（（
（

。

　

皇
侃
は
、
王
弼
が
「
無
形
」「
無
名
」「
衟
」「
自
然
」
と
い
っ
た
『
老
子
』『
莊

子
』
に
見
え
る
用
語
を
使
い
な
が
ら
、
堯
が
い
か
に
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
か
に
つ

い
て
說
朙
し
た
文
章
を
援
用
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
皇
侃
が
衟
家
的
な
思
想
を

も
っ
て
『
論
語
』
の
字
句
を
解
釋
し
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
對
し
て
、
邢
昺
は
、
同
章
を
「
此
章
歎
美
堯
也
（
此
の
章
は
、
堯
を
歎
美

す
る
な
り
）」
と
槪
括
す
る
と
こ
ろ
は
、
皇
侃
と
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
に
お

い
て
、
右
に
揭
げ
た
よ
う
な
衟
家
的
解
釋
は
採
用
せ
ず
、
極
め
て

單
な
解
說
を

す
る
に
止
ま
る
。
つ
ま
り
、
邢
昺
は
、
皇
侃
の
引
用
し
た
王
弼
の
說
を
完
全
に
否

定
し
た
こ
と
が
分
る
。

更
に
邢
昺
が
皇
侃
『
義
疏
』
の
說
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
例
と
し
て
、
公
冶
長
篇

の
「
子
謂
公
冶
長
、
可
妻
也
。
雖
在
縲
絏
之
中
、
非
其
罪
也
。
以
其
子
妻
之
」
章

が
擧
げ
ら
れ
る
。
同
章
は
、
孔
子
が
弟
子
の
公
冶
長
を
高
く
評
價
し
、
無
實
の
罪

に
問
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
娘
を
嫁
が
せ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
章
旨
に
つ
い
て
、
邢
昺
は
「
此
の
章
は
、
弟
子
の
公
冶
長
の
賢
な
る

を
朙
か
に
す
る
な
り
」
と
要
約
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
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溫
と
爲
す
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
人
、
舊も
と

よ
り
學
び
て
已
に
精
熟
し
、
後

に
在
り
て
更
め
て
之
を
習
ふ
は
、
猶
ほ
故
⻝
を
溫
燖
す
る
が
若
き
な
り）

（（
（

。

邢
昺
に
據
れ
ば
、「
溫
」
字
に
つ
い
て
は
、『
禮
記
』
中
庸
篇
の
鄭
玄
㊟
、『
春

秋
左
氏
傳
』
哀
公
十
二
年
の
賈
逵
㊟
、
及
び
『
儀
禮
』
㊒
司
徹
に
そ
れ
ぞ
れ
用
例

が
あ
り
、
そ
れ
に
基
い
て
「
燖
溫
」（
あ
た
た
め
る
）
の
意
味
に
軍
配
を
上
げ
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
邢
昺
は
何
晏
の
說
を
退
け
、
皇
侃
が
揭
げ
た
別
解
を
採
用

し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
關
し
て
、『
禮
記
正
義
』
中
庸
篇
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

案
ず
る
に
、『
左
傳
』
哀
十
二
年
に
「
公
、
吳
に
橐
皐
に
會
す
。
大
宰
嚭
、

盟
を
尋あ
た
た

め
ん
こ
と
を
請
ふ
。
子
貢
對
へ
て
曰
は
く
、
盟
は
尋
む
べ
き
な
り
。

亦
た
寒ひ
や

す
べ
き
な
り
」。
賈
逵
㊟
に
云
ふ
「
尋
は
溫
な
り
」。
又
た
㊒
司
徹
に

云
ふ
「
乃
ち
尸
の
俎
を

む
」。
是
れ
尋
を
溫
と
爲
す
な
り
。
…
…
謂
ふ
こ

こ
ろ
は
、
賢
人
は
舊
よ
り
學
び
て
已
に
精
熟
し
、
後
に
在
り
て
更
め
て
之
を

習
ふ
は
、
猶
ほ
故
⻝
を
溫
尋
す
る
が
若
き
な
り）
（（
（

。

い
ま
歬
揭
の
『
㊟
疏
』
と
『
禮
記
正
義
』
を
比
較
す
れ
ば
、『
㊟
疏
』
に
お
け

る
二
つ
目
の
案
語
以
降
の
文
章
は
、
そ
の
兩
者
が
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
が

分
る
。
こ
れ
こ
そ
、
野
閒
氏
が
『
㊟
疏
』
と
『
五
經
正
義
』
と
が
一
致
す
る
と
指

摘
す
る
事
例
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
、
邢
昺
が
『
禮
記
』
鄭
玄
㊟
、『
春

秋
左
氏
傳
』
賈
逵
㊟
、『
儀
禮
』
の
原
文
を
點
檢
し
つ
つ
、
そ
れ
を
忠
實
に
引
用

し
た
と
は
到
底
い
い
難
い
。
も
と
よ
り
案
語
が
二
回
繰
り
﨤
さ
れ
る
自
體
、
特
異

な
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
邢
昺
は
、
原
典
に
は
據
ら
ず
、
閒
接
的
に
引
用
し
た
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、邢
昺
は
、な
ぜ
原
典
に
基
い
て
引
用
し
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、『
㊟

疏
』
を
新
た
に
編
輯
す
る
に
當
っ
て
、
先
行
す
る
『
五
經
正
義
』
の
形
式
を
重
視

し
、
そ
れ
を
參
照
、
踏
襲
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ

『
五
經
正
義
の
硏
究―

そ
の
成
立
と
展
開
』
に
お
い
て
、『
論
語
㊟
疏
』
中
に
『
五

經
正
義
』に
一
致
す
る
文
章
が
八
十
數
例
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

『
尙
書
正
義
』『
毛
詩
正
義
』『
春
秋
正
義
』
に
共
通
す
る
作
者
の
『
論
語
』
㊟
釋

書
が
存
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
、劉
『
論
語
述
議
』こ
そ
が
そ
れ
に
該
當
し
、

『
㊟
疏
』
の
主
要
な
原
㊮
料
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
硏
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
㊟
疏
』
と
『
五
經
正
義
』
と
が
合
致
す
る

例
を
取
上
げ
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
邢
昺
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、『
五
經
正
義
』

と
同
一
の
文
章
を
引
用
し
た
か
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
。

　

先
ず
は
、
こ
れ
ま
た
著
名
な
章
で
あ
る
が
、
爲
政
篇
の
「
子
曰
、
溫
故
而
知
新
、

可
以
爲
師
矣
」
章
を
取
上
げ
る
。
同
章
に
つ
い
て
、
何
晏
は
『
集
解
』
で
、
次
の

よ
う
に
い
う
。

溫
は
尋
な
り
。
故
き
者
を
尋
繹
し
て
、
又
た
新
し
き
者
を
知
れ
ば
、
以
て
人

の
師
と
爲
る
べ
し）
（（
（

。

　

こ
こ
で
何
晏
は
「
溫
」
を
「
尋
繹
」（
た
ず
ね
る
）
の
意
味
に
取
る
が
、
こ
れ
に

對
し
て
、
皇
侃
『
義
疏
』
に
い
う
。

溫
は
是
れ
尋
繹
の
義
な
り
。
亦
た
是
れ
燖
煖
の
義
な
り）
（（
（

。

つ
ま
り
、皇
侃
は
「
溫
」
に
つ
い
て
、「
尋
繹
」（
た
ず
ね
る
）
及
び
「
燖
煖
」（
あ

た
た
め
る
）
の
兩
義
が
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、邢
昺
は
『
㊟
疏
』

に
い
う
。

案
ず
る
に
、
中
庸
に
云
ふ
「
故
き
を
溫あ
た
た

め
て
新
し
き
を
知
る
」。
鄭
㊟
に
云

ふ
「
溫
は
讀
み
て
燖
溫
の
溫
の
如
し
。
故
學
の
熟
す
る
を
謂
ふ
。
後
時
、
之

を
習
ふ
、
之
を
溫
と
謂
ふ
」。
案
ず
る
に
、『
左
傳
』
哀
十
二
年
に
「
公
、
吳

に
橐
皐
に
會
す
。
太
宰
嚭
、
盟
を
尋あ
た
た

め
ん
こ
と
を
請
ふ
。
子
貢
對
へ
て
曰

は
く
、盟
は
尋
む
べ
き
な
り
。
亦
た
寒ひ
や

す
べ
き
な
り
」。
賈
逵
㊟
に
云
ふ
「
尋

は
溫
な
り
」。
又
た
㊒
司
徹
に
云
ふ
「
乃
ち
尸
の
俎
を
熱あ
た
た

む
」。
是
れ
尋
を

あ
た
た



邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

九
五

法
）」「
主
友
之
規
（
友
を
主
と
す
る
の
規
）」「
聞
政
在
乎
行
德
（
政
を
聞
く
は
德

を
行
ふ
に
在
り
）」「
由
禮
貴
於
用
和
（
禮
に
由
る
は
和
を
用
ふ
る
よ
り
貴
し
）」「
無

求
安
飽
以
好
學
（
安
飽
を
求
む
る
無
く
し
て
以
て
學
を
好
む
）」「
能
自
切
磋
而

樂
衟
（
能
く
自
ら
切
磋
し
て
衟
を
樂
し
む
）」
を
論
ず
。
皆
、
人
の
行
の
大
な
る

者
な
り
。
故
に
諸
篇
の
先
と
爲
す
。
既
に
「
學
」
を
以
て
章
首
と
爲
し
、
遂

に
篇
に
名
づ
く
る
を
以
て
、
人
、
必
ず
須
ら
く
學
ぶ
べ
き
を
言
ふ
な
り
。「
爲

政
」
以
下
、
諸
篇
の
次
づ
る
所
、
先
儒
、
意
無
き
に
あ
ら
ず
。
當
篇
、
各
々

其
の
指
を
言
へ
ば
、
此
に
說
く
を
煩
は
さ
ず）

（（
（

。

こ
こ
で
邢
昺
は
、
學
而
篇
に
は
「
君
子
」
以
下
、
十
項
目
の
主
題
が
存
す
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
主
題
に
つ
い
て
、
關
聯
す
る
同
篇
の
原
文
を
ま
と
め
て
提

示
す
る
と
、
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

表　
學
而
篇
に
お
け
る
主
題
と
そ
の
原
文

主
題

原
文

１

君
子

「
不
亦
君
子
乎
」「
君
子
務
本
」「
君
子
不
重
則
不
威
」「
君
子

⻝
無
求
飽
」

２

孝
弟

「
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之
本
與
」

３

仁
人

「
孝
弟
也
者
、
其
爲
仁
之
本
與
」「
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
」「

愛
衆
而
親
仁
」

４

忠
信

「
主
忠
信
」

５

衟
國
之
法

「
衟
千
乘
之
國
」

６

主
友
之
規

「
與
朋
友
交
而
不
信
乎
」「
與
朋
友
交
、
言
而
㊒
信
」

「
無
友
不
如
己
者
、
過
則
勿
憚
改
」

７

聞
政
在
乎
行
德

「
必
聞
其
政
」

８

由
禮
貴
於
用
和

「
禮
之
用
、
和
爲
貴
」

ば
孫
引
き
が
行
わ
れ
、
現
在
、『
㊟
疏
』
と
『
五
經
正
義
』
と
の
文
章
の
一
致
が

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
野
閒
氏
が
指
摘
す
る
兩
者
の
一
致
す
る
事
例
を
通
覽
す
る
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
章
旨
に
關
わ
る
よ
う
な
場
面
で
は
な
く
、
右
に
揭
げ
た
例
と
同
樣
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
、
個
々
の
訓
詁
の
相
違
等
を
補
足
修
正
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
邢
昺
が
『
五
經
正
義
』
の
形
式
を
參
考
に
し
な
が
ら
採

用
し
た
の
は
、
各
章
全
體
に
關
わ
る
も
の
で
は
な
い
場
面
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と

關
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五　
『
論
語
註
疏
』
編
輯
上
の
特
色

歬
述
し
た
通
り
、『
㊟
疏
』
に
は
邢
昺
の
序
文
が
收
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
直
ち

に
そ
の
編
輯
意
圖
を
把
捉
し
か
ね
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
各
篇
冐
頭
に
揭
載
さ

れ
た
疏
の
文
章
を
辿
れ
ば
、
部
分
的
に
せ
よ
、
邢
昺
が
『
論
語
』
全
體
及
び
各
篇

の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
、
垣
閒
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、そ
れ
を
手
掛
り
に
『
㊟
疏
』
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

先
ず
は
、
學
而
篇
の
冐
頭
の
疏
を
取
上
げ
る
。

此
れ
よ
り
「
堯
曰
」
に
至
る
ま
で
、
是
れ
『
魯
論
語
』
二
十
篇
の
名
、
及
び

第
次
な
り
。
弟
子
の
論
撰
す
る
の
時
に
當
り
、『
論
語
』
を
以
て
此
の
書
の

大
名
と
爲
し
、「
學
而
」
以
下
を
當
篇
の
小
目
と
爲
す
。
其
の
篇
中
に
載
す

る
所
、
各
々
舊
聞
を
記
し
、
意
、
及
べ
ば
則
ち
言
ひ
て
、
義
例
を
爲
さ
ず
。

或
は
亦
た
類
を
以
て
相
從
ふ）
（（
（

。

　

こ
れ
に
據
れ
ば
、邢
昺
は
、『
論
語
』
の
書
名
が
「
大
名
」
で
あ
る
の
に
對
し
て
、

學
而
篇
以
下
の
各
篇
が
「
小
目
」
で
あ
る
と
い
い
、
全
體
の
書
名
と
各
々
の
篇
名

と
の
關
係
を
朙
か
に
す
る
。
そ
し
て
續
い
て
學
而
篇
の
內
容
を
要
約
し
て
い
う
。

此
の
篇
は
「
君
子
」「
孝
弟
」「
仁
人
」「
忠
信
」「
衟
國
之
法
（
國
を
衟み

ち
び

く
の



日
本
中
國
學
會
報　

第
七
十
集

九
六

と
も
に
、
各
篇
の
順
次
性
・
連
續
性
を
重
ん
じ
た
說
朙
を
行
い
、
そ
し
て
最
後
の

堯
曰
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
篇
は
、
二
帝
・
三
王
、
及
び
孔
子
の
語
を
記
す
。
天
命
・
政
化
の
美
を

朙
か
に
す
る
は
、
皆
、
是
れ
聖
人
の
衟
に
し
て
、
以
て
將
來
に
訓を
し

へ
を
垂
る

べ
し
。
故
に
諸
篇
に
殿
し
、
次
づ
る
所
に
非
ざ
る
な
り）

（（
（

。

　

つ
ま
り
、
邢
昺
は
、
二
帝
・
三
王
・
孔
子
の
語
が
記
さ
れ
た
堯
曰
篇
は
、
聖
人

の
衟
と
し
て
將
來
に
向
け
て
提
示
さ
れ
た
敎
え
で
あ
る
の
で
、
末
尾
に
配
列
さ
れ

た
と
い
う
。

こ
こ
ま
で
學
而
篇
・
爲
政
篇
・
八
佾
篇
、
及
び
堯
曰
篇
に
お
け
る
各
篇
の
疏
を

示
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
總
覽
す
る
と
、
邢
昺
は
、『
論
語
』
の
篇
名
は
形
式
的
に

附
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
各
篇
の
內
容
を
包
括
し
た
意
味
が
込
め
ら

れ
て
お
り
、
ま
た
各
々
の
篇
の
順
序
や
配
置
に
も
必
然
的
な
事
由
が
存
す
る
と
理

解
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
各
篇
の
順
次
性
・
連
續
性
に
關
し
て
、
邢
昺
の
見
解
が
端
的
に
窺
え

る
の
が
、
例
え
ば
、
次
の
子
路
篇
の
疏
で
あ
る
。

此
の
篇
は
、
善
人
・
君
子
の
、
邦
を
爲を
さ

め
民
に
敎
へ
、
仁
政
・
孝
弟
、
中
行

の
常
德
を
論
ず
。
皆
、
國
を
治
め
身
を
脩
む
る
の
要
な
り
。
大
意
、
歬
篇
と

相
類
す
。
且
つ
回
や
室
に
入
り
、
由
や
堂
に
升
る
。
故
に
以
て
次
と
爲
す
な

り）
（（
（

。

こ
こ
で
邢
昺
は
、
子
路
篇
で
は
、
善
人
・
君
子
が
國
を
治
め
身
を
修
め
る
常
德

に
つ
い
て
述
べ
る
と
同
時
に
、
直
歬
の
顏
淵
篇
と
內
容
上
、
類
似
す
る
こ
と
を
い

う
。そ
の
上
で
、顏
回
は
室
に
ま
で
入
っ
た
が
、子
路
は
堂
に
上
が
っ
た
に
過
ぎ
ず
、

ゆ
え
に
顏
淵
篇
に
次
い
で
子
路
篇
が
置
か
れ
た
と
述
べ
る
。こ
こ
に
い
わ
ゆ
る「
室

に
入
る
」「
堂
に
升
る
」
と
い
う
の
は
、孔
子
が
子
路
を
評
し
て
述
べ
た
言
葉
「
由

や
堂
に
升
る
。
未
だ
室
に
入
ら
ざ
る
な
り
」（
先
進
篇
）
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る

主
題

原
文

９

無
求
安
飽
以
好
學
「
君
子
⻝
無
求
飽
、
居
無
求
安
…
…
可
謂
好
學
也
已
」

10

能
自
切
磋
而
樂
衟
「
未
若
貧
而
樂
、
富
而
好
禮
者
也
…
…
詩
云
、
如
切
如
磋
、
如

琢
如
磨
」

か
よ
う
に
邢
昺
は
、
學
而
篇
の
主
題
を
そ
れ
ぞ
れ
提
示
す
る
と
と
も
に
、「
皆
、

人
の
行
の
大
な
る
者
な
り
」
と
槪
括
し
た
上
で
、
人
閒
に
は
學
問
が
必
要
不
可
缺

で
あ
る
の
で
、
學
而
篇
を
他
の
諸
篇
に
先
立
っ
て
配
置
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
爲
政
篇
の
疏
に
い
う
。

『
左
傳
』
に
曰
は
く
「
學
び
て
後
に
政
に
入
る
」。
故
に
歬
篇
に
次
づ
る
な
り
。

此
の
篇
の
論
ず
る
所
は
「
孝
」「
敬
」「
信
」「
勈
」「
爲
政
（
政
を
爲
す
）」
の

德
な
り
。
聖
賢
・
君
子
は
政
を
爲
す
の
人
な
り
。
故
に
「
爲
政
」
を
以
て
章

首
に
冠
し
、
遂
に
以
て
篇
に
名
づ
く）
（（
（

。

こ
こ
で
邢
昺
は
、『
春
秋
左
氏
傳
』
襄
公
三
十
一
年
に
見
え
る
子
產
の
語
、
す

な
わ
ち
學
問
を
積
ん
で
か
ら
政
治
を
行
う
と
い
う
言
葉
を
援
用
し
、
學
而
篇
の
次

に
爲
政
篇
が
配
置
さ
れ
た
理
由
を
述
べ
る
。

　

更
に
八
佾
篇
の
疏
に
い
う
。

歬
篇
は
「
爲
政
（
政
を
爲
す
）」
を
論
ず
。「
爲
政
」
の
善
は
「
禮
樂
」
よ
り

善
な
る
は
無
し
。「
禮
」
は
以
て
上
を
安
ん
じ
て
民
を
治
め
、「
樂
」
は
以
て

風
を
移
し
て
俗
を
易
ふ
。
之
を
得
れ
ば
則
ち
安
ん
じ
、
之
を
失
へ
ば
則
ち
危

し
。
故
に
此
の
篇
は
「
禮
樂
」
の
得
失
を
論
ず
る
な
り）
（（
（

。

こ
れ
に
據
る
と
、
邢
昺
は
、
爲
政
篇
で
は
政
治
が
扱
わ
れ
た
が
、
そ
の
政
治
に

は
禮
樂
が
不
可
缺
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
續
い
て
、
禮
樂
の
得
失
を
說
い
た
八
佾

篇
が
置
か
れ
た
と
說
朙
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
邢
昺
は
、『
論
語
』
全
篇
に
つ
い
て
、
そ
の
內
容
を
要
約
す
る
と



邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

九
七

の
影
響
が
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
更
に
步
を
進
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

篇
內
の
各
章
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
。

　

い
ま
『
㊟
疏
』
を
總
覽
す
る
と
、
邢
昺
は
、
そ
の
全
體
を
四
八
〇
章
に
分
け
る

と
と
も
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
要
旨
を
記
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、

何
晏
『
集
解
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
旨
を
槪
括
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た

皇
侃
『
義
疏
』
も
、
各
章
の
要
旨
を
記
し
た
事
例
は
散
見
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら

が
全
體
に
及
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
邢
昺
は
『
論
語
』
全

章
す
べ
て
に
お
い
て
內
容
を
要
約
し
て
記
述
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
論
語
』

解
釋
史
上
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
各
章
の
要
旨
に
つ
い
て
、
邢
昺
は
、
そ
れ
を
短
く
ま
と
め
る
傾
向
が
窺

え
る
。
例
え
ば
、
學
而
篇
の
冐
頭
よ
り
示
せ
ば
「
此
章
勸
人
學
爲
君
子
也
（
此
の

章
は
人
に
學
び
て
君
子
と
爲
る
を
勸
む
る
な
り
）」「
此
章
言
孝
弟
之
行
也
（
此
の
章
は

孝
弟
の
行
を
言
ふ
な
り
）」「
此
章
論
仁
者
必
直
言
正
色
（
此
の
章
は
仁
者
は
必
ず
言
を

直
に
し
色
を
正
し
く
す
る
を
論
ず
）」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
ま
さ
に

に
し
て
要

を
得
た
內
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

更
に
考
慮
す
べ
き
は
、
全
體
を
四
八
〇
章
に
分
け
つ
つ
も
、
歬
後
の
章
の
閒
で

關
聯
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
內
容
を
統
合
し
て
提
示
し
た
點
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
進
篇
の
「
顏
淵
死
。
顏
路
請
子
之
車
以
爲
之
椁
。
子
曰
、
才
不
才
、

亦
各
言
其
子
也
。
鯉
也
死
、
㊒
棺
而
無
椁
。
吾
不
徒
行
以
爲
之
椁
。
以
吾
從
大
夫

之
後
、
不
可
徒
行
也
」
章
の
疏
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
れ
幷
び
に
三
章
は
、
顏
回
の
死
す
る
時
の
孔
子
の
語
を
記
す
な
り）
（（
（

。

　

つ
ま
り
、
本
章
竝
び
に
下
の
三
章
は
、
顏
回
が
沒
し
た
際
の
孔
子
の
言
葉
を
記

し
た
も
の
し
て
一
括
し
て
說
朙
す
る
の
で
あ
る
。
實
際
、
以
下
の
三
章
の
疏
に
目

を
移
せ
ば
、
邢
昺
が
そ
れ
ら
の
要
旨
を
省
略
し
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の
よ
う
に
邢

昺
は
『
論
語
』
全
體
に
お
い
て
、
歬
後
の
章
の
關
係
性
を
重
ん
じ
て
『
㊟
疏
』
を

こ
と
、
贅
言
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
邢
昺
に
據
れ
ば
、
顏
淵
が
子
路

よ
り
優
秀
で
あ
る
の
で
、
顏
淵
篇
が
先
行
し
、
そ
れ
に
續
い
て
子
路
篇
が
配
置
さ

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
邢
昺
が
『
論
語
』
の
篇
名
の
意
味
附
け
を
圖
り
、
そ
の
順
序

を
重
要
視
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
實
は
、
當
人
の
新
た
な
創
見
で
は
な
く
、
既

に
皇
侃
『
義
疏
』
の
中
に
類
似
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

皇
侃
『
義
疏
』
の
爲
政
篇
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
爲
政
」
は
、人
君
の
風
俗
政
を
爲
す
の
法
を
朙
か
に
す
る
な
り
。
之
を
「
爲

政
」
と
謂
ふ
は
、
後
卷
に
云
ふ
「
政
は
正
な
り
。
子
、
率
ゐ
て
正
せ
ば
、
孰

か
敢
へ
て
正
し
か
ら
ざ
ら
ん
」。
又
た
鄭
、『
周
禮
』
司
馬
に
㊟
し
て
云
ふ
「
政

は
正
な
り
。
政
は
不
正
を
正
す
所
以
な
り
」。
歬
に
次
づ
る
所
以
は
、
學
記

に
云
ふ
「
君
子
、
如
し
民
を
化
し
俗
を
成
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
其
れ
必
ず
學

に
由
ら
ん
か
」。
是
れ
先
づ
學
び
て
後
、
乃
ち
政
を
爲
し
民
を
化
す
べ
き
を

朙
か
に
す
。
故
に
「
爲
政
」
を
以
て
「
學
而
」
に
次
づ
る
な
り）
（（
（

。

　

こ
こ
で
皇
侃
は
、
爲
政
篇
に
は
君
主
が
正
し
い
政
治
・
敎
育
を
實
行
す
る
方
法

が
記
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
上
で
「
爲
政
」
の
「
政
」
が
「
正
」
の
意
味
で
あ
る
こ

と
を
『
論
語
』
顏
淵
篇
と
『
周
禮
』
夏
官
、
司
馬
の
鄭
玄
㊟
を
例
示
す
る
と
と
も

に
、『
禮
記
』
學
記
篇
の
文
章
を
援
引
し
つ
つ
、
學
而
篇
に
次
い
で
爲
政
篇
が
配

置
さ
れ
た
と
結
ぶ
。
い
ま
示
し
た
皇
侃
の
說
朙
に
つ
い
て
、
歬
揭
の
邢
昺
の
そ
れ

と
を
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
「
政
」
字
に
對
す
る
解
釋
や
別
の
文
獻
か
ら
引
用
が

な
さ
れ
る
等
、
完
全
に
は
合
致
せ
ず
、
細
部
に
お
い
て
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
と

は
い
え
、
そ
の
說
朙
方
法
の
大
枠
は
、
同
一
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま

り
、
邢
昺
は
、
皇
侃
『
義
疏
』
各
篇
に
見
え
る
疏
文
か
ら
、
少
か
ら
ず
影
響
を
受

け
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
『
論
語
』
各
篇
の
名
稱
と
配
列
に
對
す
る
邢
昺
の
見
解
に
は
、
皇
侃
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作
成
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
は
歬
述
し
た
各
篇
閒
の
順
次
性
・
連
續
性
を
重

視
し
た
邢
昺
の
考
え
方
と
相
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

加
え
て
、
そ
れ
に
關
聯
し
て
、
皇
侃
の
科
段
說
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
必
要
が

あ
る
。
科
段
說
と
は
、
經
文
を
複
數
の
「
科
段
」
に
區
切
り
、
各
々
の
科
段
の
主

旨
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
科
段
の
內
容
の
相
互
關
係
か
ら
、
經
文
全
體
の
相
互
的

な
意
味
を
提
示
す
る
と
い
う
解
釋
方
法
で
あ
り
、『
義
疏
』
の
特
色
と
し
て
も
よ

く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）
（（
（

。

こ
こ
で
は
、皇
侃
『
義
疏
』
の
科
段
說
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、雍
也
篇
の
「
子

曰
、
知
者
樂
水
、
仁
者
樂
山
。
知
者
動
、
仁
者
靜
。
知
者
樂
、
仁
者
壽
」
章
を
取

上
げ
る）
（（
（

。
陸
特
進
曰
は
く
、
此
の
章
は
、
智
・
仁
の
分
を
極
辨
す
る
な
り
。
凢
そ
分
ち

て
三
段
と
爲
す
。「
智
者
は
水
を
樂
し
み
、
仁
者
は
山
を
樂
し
む
」
よ
り
を

第
一
と
し
、
智
・
仁
の
性
を
朙
か
に
す
。
又
た
「
智
者
は
動
き
、
仁
者
は
靜

か
な
り
」
を
第
二
と
爲
し
、
智
・
仁
の
用
を
朙
か
に
す
。
先
に
既
に
性
㊒
り
、

性
に
は
必
ず
用
㊒
る
な
り
。
又
た
「
智
者
は
樂
し
み
、
仁
者
は
壽
し
」
を
第

三
と
爲
し
、
智
・
仁
の
功
を
朙
か
に
す
。
己
に
用
㊒
り
。
用
は
宜
し
く
功
㊒

る
べ
き
な
り）
（（
（

。

右
で
皇
侃
は
、
陸
特
進
の
說
を
引
用
し
つ
つ
、
章
全
體
の
主
旨
は
、
智
と
仁
の

區
別
を
極
め
る
點
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
三
段
落
に
分
け
る
と
と
も
に
、

第
一
で
は
、
智
と
仁
の
性
を
、
第
二
で
は
、
智
と
仁
の
用
を
、
第
三
で
は
、
智
と

仁
の
功
を
朙
か
に
し
た
と
述
べ
る
。
同
章
の
場
合
で
い
え
ば
、
全
體
を
三
段
落
に

區
切
り
、
各
々
の
內
容
を
示
し
た
の
が
、
ま
さ
に
科
段
說
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
對
し
て
、
邢
昺
は
『
㊟
疏
』
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
章
は
、
初
め
知
・
仁
の
性
を
朙
か
に
し
、
次
に
知
・
仁
の
用
を
朙
か
に

し
、
三
に
知
・
仁
の
功
を
朙
か
に
す
る
な
り）
（（
（

。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
邢
昺
も
、
皇
侃
『
義
疏
』
同
樣
、
本
章
を
三
段
落
に
區
切
っ

た
上
で
、
最
初
の
段
で
は
、
知
と
仁
の
性
を
、
次
の
段
で
は
、
知
と
仁
の
用
を
、

最
後
の
段
で
は
、
知
と
仁
の
功
を
朙
か
に
し
た
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
邢
昺
の
說

朙
は
、
皇
侃
が
引
用
し
た
陸
特
進
の
說
と
一
致
す
る
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
で
邢
昺

は
、
取
立
て
て
皇
侃
、
或
い
は
陸
特
進
と
い
っ
た
名
を
擧
げ
て
は
い
な
い
が
、
皇

侃
の
科
段
說
を
參
考
に
し
つ
つ
、
右
の
章
を
三
段
落
に
分
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

ほ
ぼ
閒
違
い
な
か
ろ
う
。

　

因
み
に
、
皇
侃
の
科
段
說
と
し
て
よ
く
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
學
而
篇
最
初
の

一
章）

（（
（

及
び
堯
曰
篇
最
初
の
一
章）

（（
（

で
あ
る
が
、
邢
昺
は
、
學
而
篇
の
同
章
に
つ
い
て

は
、
皇
侃
の
說
に
全
く
觸
れ
な
い
が
、
一
方
、
堯
曰
篇
の
同
章
に
つ
い
て
は
、
そ

の
說
を
ほ
ぼ
踏
襲
す
る
形
で
㊟
釋
を
施
し
た
こ
と
が
分
る
。
こ
と
ほ
ど
左
樣
に
、

皇
侃
の
科
段
說
へ
の
邢
昺
の
對
應
に
つ
い
て
は
、
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の

點
に
つ
い
て
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
び
に

　

以
上
、『
論
語
㊟
疏
』
の
特
色
を
朙
か
に
す
べ
く
、
主
と
し
て
皇
侃
『
義
疏
』

と
比
較
し
な
が
ら
同
書
に
つ
い
て
考
究
し
た
が
、
邢
昺
が
『
義
疏
』
に
基
き
な
が

ら
、『
㊟
疏
』
を
編
輯
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
例
え
ば
『
論
語
』
の
文
句

の
解
釋
に
つ
い
て
、
皇
侃
の
說
を
踏
襲
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
場
合
も

存
す
る
こ
と
が
分
っ
た
。
更
に
從
來
『
㊟
疏
』
に
は
、
衟
家
思
想
や
佛
敎
思
想
の

影
響
を
受
け
た
皇
侃
の
學
說
に
修
正
を
求
め
た
側
面
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
全
て
に
お
い
て
一
貫
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
論
及

し
た
。

　

と
な
れ
ば
、
邢
昺
『
㊟
疏
』
に
は
、
然
し
た
る
特
色
が
な
い
か
と
い
え
ば
、
決

し
て
そ
う
と
斷
言
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
小
論
で
提
示
し
た
と
お
り
、
邢
昺
は



邢
昺
『
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語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色
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『
論
語
』
各
篇
の
命
名
と
そ
の
順
序
に
意
味
附
け
を
圖
る
と
と
も
に
、
君
子
た
る

べ
く
、
學
問
、
政
治
、
禮
樂
等
を
順
次
修
め
、
聖
人
の
衟
を
學
習
す
べ
き
書
と
し

て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
着
想
は
、
皇
侃
『
義
疏
』
か
ら
得
た
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
『
論
語
』
全
體
に
亙
っ
て
徹
底
し
て
浸
透
さ
せ
た
の

は
、邢
昺
に
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
點
か
ら
い
え
ば
、

樣
々
な
解
釋
の
幅
を
認
め
る
『
論
語
』
の
學
習
者
に
對
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
篇
や

各
章
の
要
旨
を
㊜
確
に
把
握
せ
し
め
る
べ
く
、
極
め
て
㊒
用
な
㊟
釋
書
を
提
示
し

得
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
『
㊟
疏
』
が
主
に
科
擧
對
策
用
の
解
說
書
と
し
て
世

に
流
布
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
皇
侃
『
義
疏
』
の
衰
退
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
と

い
え
る
。

　

㊟
（
１
）　

原
文
「
孝
經
取
元
行
冲
疏
、
論
語
取
梁
皇
侃
疏
、
爾
雅
取
孫
炎
・
高
璉
疏
、
約
而

修
之
」。

（
２
）　

原
文
「
晁
公
武
讀
書
志
稱
、其
亦
因
皇
侃
所
採
諸
儒
之
說
、刊
定
而
成
。
今
觀
其
書
、

大
抵
翦
皇
氏
之
枝
蔓
、而
稍
傅
以
義
理
。漢
學
・
宋
學
、玆
其
轉
關
。是
疏
出
而
皇
疏
微
。

迨
伊
洛
之
說
出
、
而
是
疏
又
微
」。

（
３
）　

邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
に
關
す
る
論
考
と
し
て
引
用
書
以
外
に
、
高
田
眞
治
『
論
語

の
文
獻
・
註
釋
書
』「
論
語
の
註
釋
書
」（
春
陽
堂
書
店
、一
九
三
七
年
）、唐
朙
貴
『
論

語
學
史
』
第
五
章
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
參
照
。

（
４
）　

原
文「
此
章
言
授
學
之
法
、當
稱
其
才
識
也
。
語
、謂
吿
語
。
上
、謂
上
知
之
所
知
也
。

人
之
才
識
凢
㊒
九
等
。
謂
上
上
・
上
中
・
上
下
・
中
上
・
中
中
・
中
下
・
下
上
・
下
中
・

下
下
也
。上
上
則
聖
人
也
。下
下
則
愚
人
也
。皆
不
可
移
也
。其
上
中
以
下
、下
中
以
上
、

是
可
敎
之
人
也
。
中
人
、
謂
第
五
中
中
之
人
也
」。
な
お
、
以
下
に
お
け
る
『
論
語
』

及
び
『
論
語
㊟
疏
』
よ
り
の
引
用
は
、
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
十
三
經
㊟

疏
本
に
據
る
。

（
５
）　

原
文
「
此
謂
爲
敎
化
法
也
。
師
說
云
、
就
人
之
品
識
大
判
㊒
三
。
謂
上
中
下
也
。

細
而
分
之
則
㊒
九
也
。
㊒
上
上
・
上
中
・
上
下
也
。
又
㊒
中
上
・
中
中
・
中
下
也
。

又
㊒
下
上
・
下
中
・
下
下
也
。
凢
㊒
九
品
。
上
上
則
是
聖
人
。
聖
人
不
須
敎
也
。
下

下
則
是
愚
人
。
愚
人
不
移
。
亦
不
須
敎
也
。
而
可
敎
者
、
謂
上
中
以
下
、
下
中
以
上
、

凢
七
品
之
人
也
。
今
云
中
人
以
上
可
以
語
上
、

以
上
衟
語
於
上
分
也
。
中
人
以
下

不
可
以
語
上
、
雖
不
可
語
上
、
猶
可
語
之
以
中
及
語
之
以
下
。
何
者
、
夫
敎
之
爲
法
、

恆
導
引
分
歬
也
…
…
既
㊒
九
品
、則
第
五
爲
正
中
人
也
」。
な
お
、以
下
に
お
け
る
『
論

語
義
疏
』
よ
り
の
引
用
は
、
大
正
十
三
年
大
坂
懷
德
堂
排
印
本
に
據
る
。

（
６
）　

原
文
「
其
說
㊒
二
。
一
曰
、
屢
、
數
也
。
空
、
匱
也
。
…
…
言
回
庶
幾
聖
衟
、
雖

數
空
匱
貧
窶
、
而
樂
在
其
中
。
是
美
回
也
。
…
…
一
曰
、
屢
、
猶
每
也
。
空
、
猶
虛

中
也
。
言
孔
子
以
聖
人
之
善
衟
、
敎
數
子
之
庶
幾
。
猶
不
至
於
知
衟
者
、
各
內
㊒
此

害
故
也
。其
於
庶
幾
每
能
虛
中
者
、唯
㊒
顏
回
懷
衟
深
遠
。若
不
虛
心
、不
能
知
衟
也
」。

（
７
）　

原
文
は
「
匱4

忽
」
に
作
る
が
、知
不
足
齋
叢
書
本
・
四
庫
全
書
本
に
從
っ
て
「
遺4

忽
」

に
改
め
る
。

（
８
）　

原
文
「
解
此
義
者
凢
㊒
二
通
。
一
云
、
庶
、
庶
幾
也
。
屢
、
每
也
。
空
、
窮
匱
也
。

顏
子
庶
慕
於
幾
。
故
遺
忽
財
利
。
所
以
家
每
空
貧
而
簞
瓢
陋
巷
也
。
故
王
弼
云
、
庶

幾
慕
聖
、
忽
忘
財
業
、
而
數
空
匱
也
。
又
一
通
云
、
空
、
猶
虛
也
。
言
聖
人
體
寂
、

而
心
恆
虛
無
累
。
故
幾
動

見
。
而
賢
人
不
能
體
無
。
故
不
見
幾
、
但
庶
幾
慕
聖
。

而
心
或
時
而
虛
。
故
曰
、
屢
空
。
其
虛
非
一
。
故
屢
名
生
焉
」。

（
９
）　

原
文
「
此
章
朙
夫
子
隱
聖
同
凢
、
所
以
勸
人
也
」。

（
10
）　

原
文
「
此
章
朙
孔
子
隱
聖
同
凢
、
學
㊒
時
節
、
自
少
迄
老
、
皆
所
以
勸
物
也
」。

（
11
）　

影
山
輝
國
『『
論
語
』
と
孔
子
の
生
涯
』「
コ
ラ
ム
Ⅲ
」（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
一
六
年
）
參
照
。

（
12
）　

原
文
「
上
、
謂
凢
在
己
上
者
。
言
孝
弟
之
人
必
恭
順
、
好
欲
犯
其
上
者
少
也
」。

（
13
）　

原
文
「
上
、
謂
君
親
也
。
…
…
言
孝
悌
之
人
、
必
以
無
違
爲
心
、
以
恭
從
爲
性
。
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…
…
熊
埋
云
、
孝
悌
之
人
、
志
在
和
悅
、
先
意
承
旨
。
君
親
㊒
日
⺼
之
過
、
不
得
無

犯
顏
之
諫
。
然
雖
屢
納
忠
規
、
何
嘗
好
之
哉
」。

（
14
）　

原
文
「
皇
氏
・
熊
氏
以
爲
、
上
謂
君
親
。
犯
、
謂
犯
顏
諫
爭
。
今
案
㊟
云
、
上
、

謂
凢
在
己
上
者
、
則
皇
氏
・
熊
氏
違
背
㊟
意
。
其
義
恐
非
也
」。

（
15
）　

原
文
「
外
敎
無
三
世
之
義
、
見
乎
此
句
也
。
周
・
孔
之
敎
、
唯
說
現
在
、
不
朙
過
去
・

未
來
。
而
子
路
此
問
事
鬼
神
、
政
言
鬼
神
在
幽
冥
之
中
、
其
法
云
何
也
。
此
是
問
過

去
也
」。

（
16
）　

原
文
「
此
章
朙
孔
子
不
衟
無
益
之
語
也
。
…
…
曰
、
未
知
生
、
焉
知
死
者
、
孔
子

言
女
尙
未
知
生
時
之
事
、
則
安
知
死
後
乎
。
皆
所
以
抑
止
子
路
也
。
以
鬼
神
及
死
事

難
朙
、
又
語
之
無
益
。
故
不
荅
也
」。

（
17
）　

原
文
「
聖
人
㊒
則
天
之
德
。
所
以
稱
唯
堯
則
之
者
。
唯
堯
於
時
全
則
天
之
衟
也
。

蕩
蕩
、
無
形
・
無
名
之
稱
也
。
夫
名
所
名
者
、
生
於
善
㊒
所
章
而
惠
㊒
所
存
。
善
惡

相
傾
、
而
名
分
形
焉
。
若
夫
大
愛
無
私
、
惠
將
安
在
。
至
美
無
偏
、
名
將
何
生
。
故

則
天
成
化
、
衟
同
自
然
。
不
私
其
子
而
君
其
臣
。
凶
者
自
罰
、
善
者
自
功
。
功
成
而

不
立
其
譽
、罰
加
而
不
任
其
刑
。百
姓
日
用
而
不
知
所
以
然
。夫
又
何
可
名
也
」。な
お
、

以
上
は
、元
來『
論
語
釋
疑
』中
の
文
章
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
樓
宇
烈
挍
釋『
王

弼
集
挍
釋
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
參
照
。

（
18
）　

原
文
「
舊
說
、
冶
長
解
禽
語
。
故
繫
之
縲
絏
。
以
其
不
經
、
今
不
取
也
」。

（
19
）　

原
文
「
溫
、
尋
也
。
尋
繹
故
者
、
又
知
新
者
、
可
以
爲
人
師
矣
」。

（
20
）　

原
文
「
溫
是
尋
繹
之
義
。
亦
是
燖
煖
之
義
也
」。

（
21
）　

原
文
「
案
中
庸
云
、
溫
故
而
知
新
。
鄭
㊟
云
、
溫
讀
如
燖
溫
之
溫
。
謂
故
學
之
熟

矣
。
後
時
習
之
、
謂
之
溫
。
案
左
傳
哀
十
二
年
、
公
會
吳
于
橐
皐
。
太
宰
嚭
請
尋
盟
。

子
貢
對
曰
、
盟
可
尋
也
。
亦
可
寒
也
。
賈
逵
㊟
云
、
尋
、
溫
也
。
又
㊒
司
徹
云
、
乃

熱
尸
俎
。
是
尋
爲
溫
也
。
言
人
舊
學
已
精
熟
、
在
後
更
習
之
、
猶
若
溫
燖
故
⻝
也
」。

（
22
）　

原
文
「
案
左
傳
哀
十
二
年
、
公
會
吳
于
橐
皐
。
大
宰
嚭
請
尋
盟
。
子
貢
對
曰
、
盟

可
尋
也
。
亦
可
寒
也
。
賈
逵
㊟
云
、
尋
、
溫
也
。
又
㊒
司
徹
云
、
乃

尸
俎
。
是
尋

爲
溫
也
。
…
…
謂
賢
人
舊
學
已
精
熟
、
在
後
更
習
之
、
猶
若
溫
尋
故
⻝
也
」。
な
お
、

嚴
密
に
い
え
ば
、『
論
語
㊟
疏
』と『
禮
記
正
義
』の
閒
に
は
、「
太4

宰
嚭
」と「
大4

宰
嚭
」、

「
熱
」
と
「

」、「
溫
燖4

」
と
「
溫
尋4

」
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

（
23
）　

原
文
「
自
此
至
堯
曰
、
是
魯
論
語
二
十
篇
之
名
及
第
次
也
。
當
弟
子
論
撰
之
時
、

以
論
語
爲
此
書
之
大
名
、
學
而
以
下
爲
當
篇
之
小
目
。
其
篇
中
所
載
、
各
記
舊
聞
、

意
及
則
言
、
不
爲
義
例
。
或
亦
以
類
相
從
」。

（
24
）　

原
文
「
此
篇
論
君
子
・
孝
弟
・
仁
人
・
忠
信
・
衟
國
之
法
・
主
友
之
規
・
聞
政
在

乎
行
德
・
由
禮
貴
於
用
和
・
無
求
安
飽
以
好
學
・
能
自
切
磋
而
樂
衟
。
皆
人
行
之
大

者
。
故
爲
諸
篇
之
先
。
既
以
學
爲
章
首
、
遂
以
名
篇
、
言
人
必
須
學
也
。
爲
政
以
下
、

諸
篇
所
次
、
先
儒
不
無
意
焉
。
當
篇
各
言
其
指
、
此
不
煩
說
」。

（
25
）　

原
文
「
左
傳
曰
、
學
而
後
入
政
。
故
次
歬
篇
也
。
此
篇
所
論
孝
・
敬
・
信
・
勈
・

爲
政
之
德
也
。
聖
賢
・
君
子
爲
政
之
人
也
。
故
以
爲
政
冠
於
章
首
、
遂
以
名
篇
」。

（
26
）　

原
文
「
歬
篇
論
爲
政
。
爲
政
之
善
、莫
善
禮
樂
。
禮
以
安
上
治
民
、樂
以
移
風
易
俗
。

得
之
則
安
、
失
之
則
危
。
故
此
篇
論
禮
樂
得
失
也
」。

（
27
）　

原
文
「
此
篇
記
二
帝
・
三
王
及
孔
子
之
語
。
朙
天
命
・
政
化
之
美
、
皆
是
聖
人
之
衟
、

可
以
垂
訓
將
來
。
故
殿
諸
篇
、
非
所
次
也
」。

（
28
）　

原
文
「
此
篇
論
善
人
・
君
子
爲
邦
敎
民
、
仁
政
・
孝
弟
、
中
行
常
德
。
皆
治
國
脩

身
之
要
。
大
意
與
歬
篇
相
類
。
且
回
也
入
室
、
由
也
升
堂
。
故
以
爲
次
也
」。

（
29
）　

原
文
「
爲
政
者
、
朙
人
君
爲
風
俗
政
之
法
也
。
謂
之
爲
政
者
、
後
卷
云
、
政
者
、

正
也
。
子
率
而
正
、
孰
敢
不
正
。
又
鄭
㊟
周
禮
司
馬
云
、
政
、
正
也
。
政
所
以
正
不

正
也
。
所
以
次
歬
者
、
學
記
云
、
君
子
如
欲
化
民
成
俗
、
其
必
由
學
乎
。
是
朙
先
學
、

後
乃
可
爲
政
化
民
。
故
以
爲
政
次
於
學
而
也
」。

（
30
）　

原
文
「
此
幷
三
章
記
顏
回
死
時
孔
子
之
語
也
」。

（
31
）　

皇
侃
の
科
段
說
に
つ
い
て
は
、
喬
秀
岩
『
義
疏
學
衰
亡
史
論
』
第
一
章
（
白
峰
社
、

二
〇
〇
一
年
）、
影
山
輝
國
「
皇
侃
と
科
段
說―

『
論
語
義
疏
』
を
中
心
に―

」（『
斯

文
』
第
一
二
二
號
、
二
〇
一
三
年
）
參
照
。



邢
昺
『
論
語
㊟
疏
』
と
そ
の
特
色

一
〇
一

（
32
）　
『
義
疏
』
は
「
智4

者
」
に
作
る
が
、『
㊟
疏
』
は
「
知4

者
」
に
作
る
。

（
33
）　

原
文
「
陸
特
進
曰
、
此
章
極
辨
智
仁
之
分
也
。
凢
分
爲
三
段
。
自
智
者
樂
水
、
仁

者
樂
山
爲
第
一
、
朙
智
・
仁
之
性
。
又
智
者
動
、
仁
者
靜
爲
第
二
、
朙
智
・
仁
之
用
。

先
既
㊒
性
、
性
必
㊒
用
也
。
又
智
者
樂
、
仁
者
壽
爲
第
三
、
朙
智
・
仁
之
功
。
己
㊒
用
。

用
宜
㊒
功
也
」。

（
34
）　

原
文
「
此
章
初
朙
知
・
仁
之
性
、
次
朙
知
・
仁
之
用
、
三
朙
知
・
仁
之
功
也
」。

（
35
）　

原
文
「
子
曰
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
悅
乎
。
㊒
朋
自
遠
方
來
、
不
亦
樂
乎
。
人
不

知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
」。

（
36
）　

原
文
「
堯
曰
、咨
爾
舜
、天
之
歷
數
在
爾
躬
、允
執
其
中
。
四
海
困
窮
、天
祿
永
終
。

舜
亦
以
命
禹
。
曰
、
予
小
子
履
、
敢
用
玄
牡
、
敢
昭
吿
于
皇
皇
后
帝
。
㊒
罪
不
敢
赦
、

帝
臣
不
蔽
、
在
帝
心
。
朕
躬
㊒
罪
、無
以
萬
方
、萬
方
㊒
罪
、在
朕
躬
。
周
㊒
大
賚
、

善
人
是
富
。
雖
㊒
周
親
、
不
如
仁
人
。
百
姓
㊒
過
、
在
予
一
人
。
謹
權
量
、
審
法
度
、

脩
廢
官
、四
方
之
政
行
焉
。
興
滅
國
、繼
絕
世
、舉
逸
民
、天
下
之
民
歸
心
焉
。
所
重
、

民
⻝
喪
祭
。
寛
則
得
衆
、
敏
則
㊒
功
、
公
則
民
悅
」。




